
出場チームのための

公式ガイドブック

IBインカレ審査委員会

2026年6月14日改定



目 次

1）IBインカレ運営体制図（P2）
2）大会までの流れ（P3）
3）審査と表彰について（P4）
4）予選と決勝について（P5）
5）ルール集
・論文執筆要項（P6〜8）
・論文審査項目と配点（P9）
・プレゼン審査項目と配点（P10）
・プレゼンのルール（P11〜13）
・遅延に関するルール（P14〜15）
・剽窃に関するルール（P16〜17）
・生成AI使用ガイドライン（P18〜21）

1



1） IBインカレの運営体制図
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約25〜30チーム

ゼミA ゼミB ゼミC ・・・・

教員（審査員）

審査運営委員会

主催校

仮エントリー，論文
提出などの連絡

プレゼンファイルの提出，
大会当日に関する連絡

論文審査，プレゼン審査

審査とルール
のとりまとめ 大会当日の運営
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仮エントリー

論文提出

予選組合せ
発表（論文点
公開）

大会当日

10月中旬

11月中〜下旬頃
（大会約3週間前）

大会の
約3日前

12月

審査運営委員会よりゼミ担当教員へ仮エント
リーの案内をメールで行う。仮エントリーはゼミ単
位で学生が指定するGoogle Formより行う。各ゼ
ミ最大4チームまでの仮エントリーが可。この時
点でチームごとに論文タイトルと使用言語（英語，
日本語）を申請する。

チーム単位で論文提出をGoogle Formにて行う。
詳細については，11月初旬に仮エントリー済み
のチームの代表者へメールで案内がある。論文
提出にあたっては，遅延ルール（P14）を参照す
ること。

論文点に基づき，大会当日の予選組合せを発表
する。全出場チームの論文ファイル，プレゼン
ファイル（パワポ）を参加者へ共有する（Google 
Driveでの共有を予定）

プレゼン
ファイル提出

大会の
約3日前

チーム単位でプレゼンファイル（パワポ）を提出
する。詳細については，論文提出期限後にチー
ムの代表者へメールで案内がある。

いよいよ本番です！最高のパフォーマンスを！

IBインカレは出場チームの皆さん全員で作る大会です。皆さんの協力を
お願いします。ゼミ代表学生，出場チームの代表学生の皆さんには審査
運営委員会よりメールで連絡が入ります。以下の流れを十分理解の上，
審査運営委員会からの案内・連絡事項のうち，必要な事項に関しては必
ず期限内に対応してください。

2） 大会までの流れ
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IBインカレでは，事前に提出する「論文」と大会当日に
実施する「プレゼンテーション」の2つの得点の合計で競
います。予選では，事前に提出する「論文」と大会当日に
実施する「プレゼンテーション」の2つの得点の合計で競
います。決勝では事前の論文点をリセットし，プレゼン
テーション審査（30点）のみで順位を決定します。

配点
【予選】論文（40点）＋ プレゼン（20点）の合計60点
【決勝】 プレゼン（30点）のみで最終順位を決定
＊審査項目，論文執筆等に関する詳細については

5）ルール集を参照

英語論文について
• 英語論文を提出した場合は，論文点に10点を加
点する

• 英語論文は当日の発表での使用言語も英語と
する

表彰と入賞について
• 決勝進出のファイナリスト（8チームを予定）を入
賞とする

• 上位3チームを表彰する
• ファイナリストを除く予選出場チームの中からも
優秀なチームと個人を表彰する

• 優勝チームの論文は再編集し，日経広告研究所
発行の『日経広告研究所報』に学生論文として
掲載する（大会の翌年10月頃に掲載予定）

3） 審査と表彰について
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• 大会は予選（午前）と決勝（午後）方式を採用する
• 予選では6ブロックの設置を予定している（各予選
グループに4～6チームを配置する）

• 予選ブロックは，論文点，上位チームと下位チー
ムが混合するように組む（例えば，ABCの3つの予
選ブロックの場合，論文点1位＝A，2位＝B，3位＝
C，4位＝A，5位＝B，6位＝C，8位＝A…へと順に配
置する）

• 予選ブロックへの配置において，英語論文と日本
語論文は区別しない

• 決勝出場枠（ファイナリスト）は8チームを予定して
いる

• 各予選ブロックより上位1チームが午後の決勝へ
進む

• 各予選ブロック2位通過の6チームの中から,さらに
上位２チームが決勝へ進出する（ワイルドカード方
式）

4） 予選と決勝について
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5） ルール集
2026年6月14日改定

論文執筆要項

第１条（論文の言語）
投稿原稿は日本語または英語のいずれかで記述すること。

第２条（論文の字数・書式）
日本語原稿は，横書きA4 用紙1 枚につき40 字×30 行で15,000字以上，
25,000 字以内とし，英語原稿はA4用紙1 枚につきシングル・スペー
ス30行で7,000語（words）以上，12,000語（words）以内とする。
フォントについては，日本語の場合はMS明朝とし，英語の場合は
centuryとする。フォントサイズは10.5 とし，章と節などのフォント
は12とし，太字とする。字数には，要旨，本文，注，参考文献，図表
等をすべて含むものとする（添付資料の文字数は含まない）。英語原
稿の参考文献欄等に日本語（日本語文献等）を含める際は，日本語3
文字＝英語1wordとして換算することとする。
第３条（論文のテーマ）
論文テーマは原則として国際ビジネス研究に関するものとする。国際
ビジネス研究とは，国境を越えるあらゆるビジネスの活動・現象・理
論を対象とする。また産業，企業，市場等の国際比較研究や日本以外
の国や地域におけるビジネスを対象とする研究を含む。尚，国際ビジ
ネスを対象としない研究テーマを設定することも可能ではあるが，そ
の場合は本文中に必ず「節」を設けて，当該研究と国際ビジネス研究との
関係について1,000字程度（英語の場合は500words程度）で説明する
こととする。
第４条（論文の体裁）
原稿の1枚目（表紙）には，タイトル，要旨，キーワード（6つ以内），
文字数（語数:word）を記す。要旨は日本語原稿の場合は400字，英
語原稿の場合は200語（words）程度とする。表紙を含む本文中には
執筆者の大学名，ゼミ名，氏名に関する情報を含まないように注意す
る。原稿の2枚目より本文を開始する。図表は本文の中に挿入し，本
文の後に参考文献を記す。注は文末脚注とする。添付資料をA4サイ
ズで10枚まで添付することを認める。添付資料とは，アンケート用紙
（調査票），訪問企業リスト，ヒアリングデータ，写真，その他デー
タ類などの補足資料のことを指す。添付資料は，参考文献リストの後
に続けて添付する。すべてのページに通しのページ数を入れる。

また論文提出時に，決勝審査に向けた「審査員向けリサーチサマリー
（A4横書き1枚・フォーマット自由）」を同時に提出すること。
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第５条（図表）
図表は，ページ1枚当たりを占めるスペースで1/4程度を200字、1/2程
度を400字、全面を800字換算（英語の場合はそれぞれ100 words、
200 words, 400 words換算)とし，通し番号を付け，必要に応じて注を
書き，著作権法に基づき，データの出所や引用文献などの表記は明確
に行わねばならない。

第６条（参考文献の記述方式）
原稿の引用方式はAPA方式 (Publication Manual of the American
Psychological Association, 7th ed.)に準拠して以下とする。なお、日
本語文献は一部においてAPA方式に準拠していないものもある。

1. 本文中で引用の対象とした文献については，（著者，刊行年）とす
る。 (例) 多国籍企業の戦略行動は・・・という特徴を持つ（Teece,
2011）。

2. 複数の文献を同時に引用する場合は，アルファベット順に並べる。
（例）…と指摘されている（Buckley, 2009: Rugman & Verbeke,
2012）。

3. 著者に言及する場合（あるいは直接引用），著者（刊行年：ペー
ジ）とする。
(例) 諸上（2017, pp.28-29） によれば…「○○は…である」とい
う。
(例) …that have discussed in his recent article (Teece, 2014,
pp.3-5).
※複数ページの時はpp.、単一ページの時はp.。

4. 脚注を使用する場合は文末脚注（後注）とし，参考文献リストの前
にまとめて挿入する。脚注の数は可能な限り最小化する。

5. 本文で引用した文献については，本文の後に参考文献として一括し
て記述する。その際，「著者」（刊行年）「文献名」「雑誌名」の
順とする。和文，英文ともに（混ぜて）アルファベット順に並べて
リスト化する。ウェブサイトからの引用文献にはURLと閲覧日を記
すものとする。具体的な記述は次ページの6に記入している。6の例
に含まれない引用については，その表記形式は任意とするが，引用
元，著者（機関），発行年などを明確に示すこと。

「論文執筆要項」 （2/3）
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6. 参考文献の表記例
【和 文】
論文
鈴木仁里（2026）「デジタル化時代の多国籍企業の新製品開発プロジェクトに
おけるR&Dとマーケティングの機能統合メカニズムの再考─ウプサラモデル
改訂の要点の活用─」『国際ビジネス研究』17（2）25-35.

書籍
關智一（2017）『イノベーションと内部非効率性: 技術変化と企業行動の理論』
白桃書房.

諸上茂登・Massaki Kotabe・大石芳裕・小林一編著（2007）『戦略的SCMケ
イパビリティ』同文舘出版.

書籍内の章
大石芳裕（2013）「グローバル・マーケティングの特徴」大石芳裕・山口夕妃
子編著（2013）『グローバル・マーケティングの新展開』白桃書房, 3-16.

翻訳本
Teece, D. J. (2009). Dynamic Capabilities & Strategic Management. London:

Oxford University Press（谷口和弘他訳(2013)『ダイナミック・ケイパビリ
ティ戦略』 ダイヤモンド社）.

【英 文】
Journal article

Furukawa, H., & Terasaki, S. (2025). Comparative study of COO effect on 
purchase intention of developed and emerging markets: a mediated-
moderation of brand image and cosmopolitanism. International Journal of 
Emerging Markets, 20(13), 337–355.

Oki, K. (2018). Factory performance and decision-making authority between 
headquarters, expatriates, and local employees in Japanese MNCs in 
Southeast Asia . Asian Business & Management, 19(1), 86–117.

Book
Rugman, A. M. (2005). The Regional Multinationals: MNEs and 'Global'

Strategic Management, Cambridge: Cambridge University Press.
Chapters in edited book

Jitosho, R., & Baba, H. (2024). Variation and continuity of brand personality
in Japan. In S. Makino (Eds.), Transformation of Japanese multinational
enterprises and business (pp. 119–134). Springer Nature.

その他
ウェブサイトからの引用
国土交通省観光庁（2025）「令和7年版観光白書」，
（https://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html: 閲覧日2026 年6月 2 日）.

以上

「論文執筆要項」 （3/3）

https://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html
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論文審査項目と配点

2023年6月10日改定

番号 項目名
想定する論文の

パート
内容 配点

論文執筆要項の形式が守れているか

本論文と国際ビジネスとの関係性を明示しているか

適切な言葉，文法を使用してわかりやすく表現できているか

論文の構成は適切であり，論旨が明確に伝わるか

必要な先行研究を引用し，先行研究の問題点やリサーチ・ギャップを明示して

いるか

学術上，実務上に意義のある問題意識やリサーチクエスチョンを明示できてい

るか

問題意識やリサーチクエスチョンに独自性や新規性はあるか

仮説検証型論文の場合，仮説構築のプロセス（検証するに意味のある論理）を

明確に示しているか

方法論選択（定量ないし定性）の妥当性と合理性を明確に説明しているか

サンプル選定及びデータ収集の方法は適切か

データを取得するの十分な時間や労力を費やしているか

収集されたデータの価値や独自性を十分に示しているか

正しい手続きを踏んでデータを分析しているか

定量分析ならば「仮説」を正しい分析方法で，適切なモデルで分析できている

のか（たとえば，使用した分析方法を十分に理解していなかったり，明らかに重

要なコントロール変数を無視している場合は問題となる場合がある）

定性分析ならば，質的データを正しい手続きを用いて分析できているのか。入

手したデータから見えた論理を，矛盾なく発見事実として整理できているか

（○○ということを主張するために無理ないストーリーが描けているか，他に可

能性がある対抗仮説を吟味できているか）トライアンギュレーションを用いてい

ると尚良い

先行研究との関係性を十分に吟味し，分析結果を適切に解釈しているか。無

理な主張をしていないか。

当初のリサーチクエスチョン（問題意識）に答えられているか

独自の発見（新規性）を明確に示せているか

理論的（学術上）な貢献を明確に示しているか

実務的（経営管理的）な貢献を明確に示しているか

本論文の限界を理解し，新規性がいかなる範囲や対象においてどのような意

味を持つのかを十分説明できているか

将来的な研究の方向性を示しているか

合計 40

5

イントロダクション

／文献レビュー／

仮説構築パート

10

形式 全体 5

5

問題意識とリサーチクエス

チョン（仮説含む）

② 文章表現 全体

④ データ 方法論パート

①

③

⑦ インプリケーション
結論／ディスカッ

ション・パート
5

5

⑥ 分析結果の解釈
分析結果／ディス

カッション・パート
5

⑤ 分析
方法論／分析

パート
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プレゼンテーション審査項目と配点

予選（配点20点）
1. 適切な言語と非言語表現（スライド含む）による明瞭さ（6点）
2. 論理的一貫性（結論までが一貫したストーリーとして伝達でき
たか）（6点）

3. 質疑応答における回答（回答内容と時間，表現の適切性など）
（8点）

決勝（配点30点）
1. 研究内容（学術的質）（15点）

→事前の論文審査項目に準拠し，研究の深さや学術的妥当性，
および研究のストーリー構築力（論理的一貫性）を評価する。

2. 質疑応答（論理的回答）（10点）
→自身の論文データに基づき，論理的かつ専門的に回答できて
いるかを評価の主眼とする。

3. 伝達の明瞭さ（プレゼン技術・構成）（5点）
→スライドの構成や発表の形式的なスキルを評価する。

※英語点による加点はリセットされる。

以下の行為は減点の対象となる場合があるので注意すること

• 論文提出後に追加した文献やデータをプレゼン内で明確に提示し
ていない場合

• プレゼンの時間を守らない場合
• プレゼンファイル（動画も含む）の提出が遅れた場合
• 主催校，審査員の指示に従わない場合
• 尚，機器や通信の動作不良によるアクシデントは減点の対象とは
ならない
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プレゼンテーションのルール

2022年5月25日改定
IBインカレ審査委員会

１．プレゼンテーション審査項目と配点
・ 10ページを参照。

２. プレゼンファイルの提出と共有について
・ プレゼンファイルの提出は，ゼミ単位ではなく出場チーム
ごとに行う。

・ プレゼンファイルの提出期限，提出方法，共有方法について
は，論文提出期限後に出場チームの代表者へメールで案内が
ある。この案内に従い，提出期限内に指定の方法でファイル
を提出する。

３．審査員の配置と審査方法
・ 全審査員の平均点をプレゼン評価点とする。
・ 午前の部では各予選会場に2ないしは3名の審査員を配置する。
・ 午後の部では全審査員が審査を担当するが，担当するゼミの
審査は行わない。

・ 午前（予選）と午後（決勝）におけるプレゼン内容は原則と
して同一とするが，微調整，微修正は認める。

４．時間配分と小道具に関するルール
・ プレゼンテーションは15分間とする（15分経過した時点で強
制終了となる）。

・ 質疑応答は10分間とする。
・ 公平を期すため，プレゼンテーションでは，レーザーポイン
ター，パネル，ボードなどの小道具は一切使用できない。

・ スライドチェンジャー（リモコン）のみ使用可能とする。
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５．質疑応答におけるルール
・ プレゼンテーションにおける司会者は主催校の学生が担当する。

・ IBインカレ出場学生（論文執筆者）は各会場の司会者の指示に
従い，指定された場所に着席する（出場学生とオブザーバーの
区別を明確にするため）。

・ 質問は出場学生，オブザーバーの区別なく受け付ける。

・ 大会の目的である「切磋琢磨の場の創造」の観点より，報告者
の論文の質を高めることに資する質問を心がける。

・ 質問者は事前に論文を読み，質問を準備してくることが望まし
い。

・ 質問者は挙手の上，司会者による指名の後，所属ゼミと氏名を
発言してから質問を開始する。

・ 時間内に3名程度の質問を受け付けられるように，冗長な質問
と回答は避ける。

・ 1回の挙手にて受け付ける質問は１問とする。

・ 質疑応答中，回答者はプレセンで使用したスライドを提示しな
がら回答できる（尚，プレゼン内で使用していない新たなスラ
イドや資料を準備して質疑応答で使用することはできません）。

・ 原則として審査員は質問を行わない。
・ 出場学生より質問がない場合に限り，審査員がコメントを述べ
ることができるが，審査員は時間の厳守を心がける。

６．英語論文報告における質疑応答について
・ 使用言語は英語とする
・ 英語論文チームは英語での質問に対して1回のみ日本語で回答
を行う権利を有する。この権利は予選，決勝それぞれに1回と
する。具体的には，英語での質問を十分に理解できない場合，
あるいは英語での回答に窮する場合，「日本語で再度質問をお
願いします」「日本語で回答いたします」と発言し，その質問
に対してのみ日本語を使用できる。その選択権は発表者側にあ
る。質問者はまず英語で質問しなければならない。但し，日本
語の理解が不自由な留学生による質問に対してはこの権利は行
使できない。この新ルールは質疑応答の質を高めることを目的
としている。

・ 日本語論文チームは英語論文チームに対して日本語で質問でき
る（英語の使用も可）。この場合，英語論文チームも日本語に
て回答ができる。
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７．参加者の区分

出場学生
論文提出時にGoogle Formにて登録した出場チームの
メンバー（学生） 

オブザーバー
出場学生と審査員を除くすべてのオーディエンス。
具体的には出場ゼミ所属の学生（2年，3年，4年），
卒業生，オブザーバーゼミの参加学生など

以上
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IB インカレ⽣成 AI 使⽤ガイドライン 
⽂責：IB インカレ審査委員会 

2026 年 5 ⽉ 
1. ⽬的 

⽣成 AI の進化は⽬覚ましく、今後我々の⽣活に必要不可⽋なものになるレベルになる
ことが予想されている。これは研究においても同様で、社会科学分野の論⽂執筆にも有⼒
なツールとして認識されている。しかし、⽣成 AI のルールなき濫⽤は研究の信頼性を損
なったり、倫理的問題を引き起こしたりする可能性がある。そこで IB インカレとして、
⽣成 AI のガイドラインを提⽰する。 

なお、⽣成 AI の進化が著しいため、本ガイドラインも状況に応じて改訂されることが
予想される。ルールが改訂された際には、学⽣および教員に速やかに共有し、不利がない
ようにする。 
 
2. 基本原則 
 我々は⽣成 AI について、下記のような認識を持っている。 
 

「基本的に AI は、研究者の思考・判断・責任を代替するものではなく、補助するもの
に限る。とくに、理論的貢献、研究デザイン、データ解釈、査読判断、最終原稿の内容責
任は、すべて⼈間の研究者に帰属する。」 
 
 この認識に基づく具体的な原則は以下の 5 つである。 

1. 著者性は⼈間に限る。 AI ツールは著者・共著者になれない。  
2. 最終責任は⼈間著者が負う。 AI が⽣成した⽂、要約、コード、表現、引⽤候補を

使った場合でも、正確性・妥当性・独創性・適法性は著者が確認する。  
3. 利⽤は透明に開⽰する。 研究や原稿作成に実質的に影響した AI 利⽤は、原稿内

で明⽰する。  
4. 未公表原稿・機微データ（アクセスが限定された情報）を無断で AI に投⼊しな

い。 機密性、個⼈情報、契約上の守秘義務、著作権に配慮する。  
5. AI 出⼒は原典で裏取りする。 とくに引⽤、⽂献情報、先⾏研究要約、法制度説

明、統計コードは必ず⼀次情報で検証する。 
 
 特に原則４と 5 に注意をすべきである。 

⽣成 AI は⼊⼒した情報から学習をしているため、インプットで⼊れた情報が、どこかの
誰かのアウトプットになる可能性がある。そのようなリスクがないように⽣成 AI の活⽤
範囲を限定することもできるが、その透明性は必ずしも確保されていない。そのようなリ
スクがあることを強く考えたうえで、⽣成 AI を活⽤すべきである。 
 AI が出⼒する情報は出典がないものも多く、さらに出典が間違っていることもある。実
際には存在しない論⽂を提⽰することもある（ハルシネーションと呼ぶ）。存在しない論 
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⽂を提⽰するということは、過去の研究の捏造であり、通常研究者としては厳しく処罰さ
れる。AI がやったことでも、「原則 2：最終責任は著者が負う」以上、その責任は著者が
取らなければならない。この点を留意してもらいたい。 
 
3. 許容される利⽤ 

次のような補助的利⽤は原則として許容される。 
• ⽂章の構成案づくり、⾒出し整理、⾔い換え候補の作成  
• 英⽂校閲の補助、⾮⺟語話者の表現改善  
• 研究計画メモ、インタビュー項⽬案、分析⼿順のたたき台作成  
• コードの雛形⽣成やデバッグ補助  
• ⾃分が既に読んだ⽂献・⾃分で作成したノートの整理 
 

ただし、これらが許容されるのは、著者⾃⾝が内容を理解し、全⾯的に⼿直しし、正誤
確認をした場合に限る。AI は執筆の「伴⾛者」であり代替者ではない。 

  
4. 原則禁⽌または強く制限すべき利⽤ 

次の⾏為は、経営学論⽂では原則禁⽌または⾮常に慎重な扱いを要する。 
 
• AI を著者・共著者として記載すること  
• AI ⽣成⽂を未確認のまま本⽂に流⽤すること  
• 存在確認をしていない⽂献・ページ番号・DOI を引⽤すること  
• AI に未公開の投稿原稿、共著者との未公開議論を投⼊すること  
• 個⼈情報、企業秘密、契約上の守秘情報、インタビュー逐語録などを、保護条件の

不明な AIサービスに⼊⼒すること  
• AI で研究結果・実証結果・インタビュー内容を“それらしく”補完すること  
• AI ⽣成画像・図版を、許可のないまま論⽂図として使うこと  
 

5. 研究プロセス別ルール 
 具体的な研究プロセスの中での⽣成 AI との付き合い⽅についてガイドラインを⽰す。 
 
5.1 先⾏研究レビュー 

AI は、検索語の案出し、既読⽂献の⽐較表たたき台、論点整理には使ってよい。ただ
し、⽂献探索そのものを AI 任せにしない。AI が提⽰した⽂献は、必ず著者⾃⾝がデータ
ベースや出版社サイトで実在確認する。 

  
5.2 理論構築・仮説設定 
AI は、理論⽐較や論点の抜け漏れ確認には使えるが、中核アイデア、理論的貢献、仮説の
論理接続は著者⾃⾝が構築する。経営学では理論的独創性が重要であり、理論貢献を AI 
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の⽣成物に依存させるのは避けるべきである。  
 
5.3 データ収集・インタビュー・質的研究 
企業インタビュー、観察記録、逐語録、未公開資料、個票データなどを AI に投⼊する

場合は、研究倫理審査、同意取得、個⼈情報保護、契約・共同研究条件を満たす必要があ
る。⽣成 AI にいれたデータは勝⼿に学習に使われる可能性があるため、プライバシーの
保護・データ保護・権利侵害の回避を意識しなければならない。 

以下は⼀つの⽬安である。 
• 共同研究契約・NDA対象データは、契約で許可されない限り外部 AI に投⼊しな

い⽅が良い。 
• 企業名・個⼈名・案件名・⾃由回答・逐語録は匿名化前に AIへ⼊れない  
• ケース教材や講義資料を AI に⼊れる場合は著作権と教育⽬的利⽤の条件を確認す

る  
 
5.4 定量分析・コード 

AI に統計コードや分析⼿順の雛形を作らせることはあり得るが、著者が各⾏の意味を理
解し、再現実⾏し、出⼒を検証することを必須とする。 
  
5.5 執筆・翻訳・校閲 
⾔語改善、要約、段落整理、英訳・和訳補助は許容される。ただし、論旨・解釈・結果

の意味づけを AI に委ねない。 
  
6. 開⽰ルール 

次のいずれかに当たる場合は、開⽰必須とする。 
• 本⽂、要約、理論説明、⽅法記述、分析記述などの⽂章⽣成・⼤幅改稿に AI を使

った  
• コードや分析⼿順の作成に AI を使った  
• 研究データや synthetic data の⽣成・加⼯に AI を使った  
• 図表、画像、可視化、補助資料の⽣成に AI を使った  

 
7. 開⽰不要の⽬安 

次のような軽微な補助のみであれば、開⽰不要としてよい。 
• 単純なスペルチェック  
• ⽂法修正  
• 句読点調整  
• 通常の参考⽂献管理ソフトによる整形  
• 明らかに編集補助にとどまる校正⽀援  
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8. 推奨する開⽰⽂例 
原稿末尾に「謝辞」または「⽣成 AI の使⽤に関する宣⾔」を付けて、以下のような⽂
章を⽰すこと。 

 
本稿の作成にあたり、著者は[ツール名・バージョン]を、[⽤途：例 英⽂表現の改善、
段落構成の整理、コードの雛形作成]のために使⽤した。著者は、当該出⼒をすべて確認・
修正し、本稿の内容、引⽤、分析、解釈、および結論について全⾯的に責任を負う。 

 
9. 最後に：審査委員会からのメッセージ 
 ⽣成 AI は便利なツールではありますが、様々な法的なリスク、倫理的なリスクを抱えた
ものになっています。正直それらに対する法整備やルール作りが済んでいるわけではない
ので、我々⼀⼈⼀⼈が⾃制⼼をもって扱わなければならない状態です。企業の中には「倫
理」の部分の悩みで、⽣成 AI の導⼊に踏み切れていない企業も多いです。「⽣成 AI を使わ
ないなんて時代遅れ」と⾔いたくなる気持ちもありますが、上記のようなことを理解しな
い社員が⽣成 AI の使⽤でトラブルを起こしたら、その責任は会社全体の問題となります。
ゆえに不完全だと理解しながらもまずはガイドラインを作り、運⽤しながら、⽇々ガイド
ライン⾃体を改善していく必要があります。上記のガイドラインもあくまでもガイドライ
ンに過ぎず、実際に⽣成 AI をふさわしくないやり⽅で使⽤していたとしても、それを外部
から発⾒することは困難であり、法律のように取り締まることはできません。 

とりあえず現状望ましいやり⽅として、⽣成 AI で出⼒した情報を、研究ノート（電⼦フ
ァイルでも可）に使⽤⽇時、ツール名、⽤途、主要プロンプトを記録する、というやり⽅
を推奨します。いわば⽣成 AI のインタビューノートをつけましょう、ということです。あ
とで⾒直せるようにすることで、⽣成 AI が⾔っていることを実在の⼈物が⾔っていたこと
のように誤解したり、検証できていないことを真実であると思い込んでしまったりするリ
スクを下げることができます。これは社会⼈でもできていない⼈が多いので、今から癖を
つけておくと社会に出たときに差につながると思います。 

また⽣成 AI と向き合うときの⼤事な姿勢は「常に疑ってかかる」ことです。⼈の嘘は内
容だけでなく、その⼈の性格、背景、発⾔時の表情などからも読み取ることも可能です。
しかし、AI は悪意なく嘘をつきます。それっぽく提⽰された⽂字、画像、動画から嘘を読
み取るのは困難です。ゆえに、皆さんはその情報が嘘ではないかと疑う癖をつけてくださ
い。少なくとも「AI にそう⾔われたからそうした」と思考停⽌してしまう⼈材は、「嘘に
容易に騙される⼈」なので、これから先の社会では活躍が難しいと思ってください。 


